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補助金・給付金のお知らせ

燃料電池・蓄電池・ZEH・HEMS・EV（電気自動車等）・
太陽光発電設備等の補助金・脱炭素化等資金利子補給金制度

■対　象 ・

 ・

 ・世帯全員が市税を滞納していない方
■補助金額 ・燃料電池、蓄電池…設置費用の10分の１
 　　　　　　　　　 （上限9万円）
 ・ZEH…30万円（定額）
 ・HEMS…設置費用の10分の１（上限1.5万円）
　　　　　　※HEMS単体では補助不可
　　　　　　※応募者多数の場合抽選

燃料電池、蓄電池、ZEH（県内に本店を置く
中小建築業者が施工したもの）、HEMS
令和７年度中に自ら居住する市内の住宅に設
備を設置した方、または自ら居住するために市
内の設備付きの住宅を購入した方

燃料電池・蓄電池・ZEH・HEMS

今治市脱炭素化等資金利子補給金

EV（電気自動車など）

家庭用太陽光発電設備
（今治市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金）

■問合先 環境政策課
 TEL 0898-36-1535
 FAX 0898-24-7530

太陽光発電設備等再エネ設備
（今治市脱炭素先行地域づくり事業費補助金）

ホームぺージ

■対　象 ・新たにEVを購入し、令和７年度中に初年度
　　　　　登録をされた方
 ・使用の本拠地が市内の方
 ・補助金申請時に市内に居住している方
 ・世帯全員が市税を滞納していない方
■補助金額 購入費用の10分の１（上限20万円）
 ※応募者多数の場合抽選

令和８年度に市内に住所を有し、自ら居住する
既存の市内の住宅、または自ら居住するため
に新築購入する市内の住宅やその敷地内に自
家消費型の太陽光発電設備を導入する方

■対　象 ・

 
 ・世帯全員が市税を滞納していない方
■補助金額 対象経費の２分の１（上限50万円）
 ※交付決定日以降に太陽光発電設備の補助
　　　　　事業に着手（契約）
 ※先着順

年度の前年度の3月1日から当該年度の2月末
日までの間に金融機関等に支払った利子額の
30パーセント以内
ただし、愛媛県脱炭素化等資金貸付利子補給
金交付要綱附則第6項の特例が適用される場
合は、利子の全額を補給するものとする。

市内において現に引き続き１年以上同一事
業を営んでいる中小企業で、脱炭素化施設
等の整備等資金を自己資金で調達すること
が困難なため金融機関等から借り入れをし、
かつ、その返済が確実と認められるもの

■対　象 ・

 ・市税を滞納していないもの
■補給額

■対　象 １.しまなみ海道ブルーラインメインルート沿線
　　　　　　の住民の方
 ２.しまなみ海道ブルーラインメインルート沿線
　　　　　　および今治タオル産業群の事業者の方
 　・令和8年度に市内に在住している方
 　・世帯全員（事業者）が市税を滞納していない方
■対象施設 住民の方
 　・太陽光発電設備（必須）
 　・HEMS（必須）
 　・蓄電池（選択）
 　・高効率給湯機器（選択）
 事業者の方
 　・太陽光発電設備
 　・蓄電池
 　・充放電設備
■補助金額 対象経費の３分の２
 ※交付決定日以降に太陽光発電設備等の補助
　　　　　　事業に着手（契約）
 ※先着順
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新しい取り組み

キャッシュレス決済の取り扱い窓口を拡充しました

ホームページ

　市内スポーツ施設や美術館、各支所で新たにキャッシュ
レス決済が利用できるようになりました。
　キャッシュレス決済が使える施設一覧や、利用可能な手
続きなど詳しくはホームページを確認ください。
■可能な手続き
　・スポーツ施設・美術館などの施設使用料、観覧料
　・戸籍証明書、住民票、印鑑登録、船員手帳、航行報告
　　書証明、各税証明、固定資産にかかる台帳・図面（閲
　　覧）、臨時運行許可手数料、標識顛末書兼誓約書など

■問合先 ・各施設・支所での利用について
 　各施設・各支所
 ・キャッシュレス決済の取り組み全体について
 　未来デジタル課
 TEL 0898-36-1509
 FAX 0898-24-7180

　

・VISA
・Mastercard
・JCB
・American Express
・Diners Club

クレジットカード 電子マネー QRコード
交通系IC
・ICOCA　・Suica　・PASMO
・toica　・manaca　・Kitaka
・SUGOCA　・nimoca
・はやかけん
流通系IC
・nanaco　・楽天Edy　・WAON
・iD　・QUICPay

・auPAY　・PayPay
・d払い　・メルペイ　・楽天ペイ
・J-coinPay　・ゆうちょPay×銀行Pay
・イオンPay　・スマートコード
中国系QRコード
・Alipay　・WeChatPay

キャッシュレス決済取り扱いブランド一覧

　イノシシなど野生鳥獣類による農業生産被害を防止す
る施設の資材購入費・取付費を支援しています。
　電気柵などを購入・設置する前には申請が必要です。詳
しくはホームページか窓口で確認ください。
■対　象 市内に所有または管理する農地がある方
■補助金額 補助対象経費の１／２以内

補助額（上限）
電気柵、防鳥網
防護柵
複合柵（サル用）
箱わな、囲いわな
ICT機器
防鳥網、防護柵、複合柵

補助対象経費

資材購入費

資材取付費

50,000円
100,000円
150,000円
150,000円
50,000円
10,000円

※新規で設置する電気柵、防護柵または複合柵に防草シー
トを併設する場合は、防草シート資材経費の1/2以内が
補助されます。補助額は電気柵の場合40,000円（上
限）、防護柵、複合柵の場合は30,000円（上限）です。

※ＩＣＴ機器とは、イノシシ・サル・シカ等を捕獲する目的で
箱わな・囲いわなに設置するＩＣＴ技術を活用した捕獲機
器のことです。

■申込先 農林水産課
 TEL 0898-36-1542
 FAX 0898-32-5266
 または各支所

農業生産被害
対策費補助金

について

防護柵などの補助金
（今治市農業生産被害対策費補助金）

ホームページ

今治市地域みらいまちづくり事業費補助金

　地域の団体が創意工夫に基づき地域の自立的な発展を
めざして実施するイベントなどの事業に対し、補助金を交付
します。詳しくはホームページを確認ください。
■補助金額 ・単独地域事業　上限120万円
 　　　　　　　　（対象経費の4/5以内）
 ・広域連携事業　上限300万円
 　　　　　　　　（対象経費の5/5以内）
■対象団体 市に拠点を置き地域振興を推進する団体
■審査方法 １次審査　書面審査
 ２次審査　プレゼンテーション
■申込期限 5月15日㈮
■申込先 ・旧今治地域は地域振興課
 　TEL 0898-36-1514
 ・支所地域は各支所

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種助成

　助成を希望される方は助成券が必要ですので、健康推進
課またはホームページから申し込みください。
■対　象 満66歳以上で、高齢者の肺炎球菌感染症予防
　　　　接種を初めて受ける方（自費・公費問わず）
■場　所 医療機関（助成券に同封する一覧表に記載）
■接種期間 令和９年３月31日㈬まで
■ワクチン 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（プレベナー20）
■自己負担額 医療機関が定める接種料金から1,000円を差し
　　　　引いた額
 （接種料金は、予約の際に医療機関で確認ください）
■持参物 助成券、マイナンバーカード等の本人確認書類
■申込先 健康推進課
 TEL 0898-36-1533
 FAX 0898-32-5511

ホームページ




